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通常総会は、参集の必要があり中止ができないため、第４０回と同様に「少人数参集・ 

短時間開催」とします。組合員の皆様には、議決権行使書又は委任状提出による出席を 

お願いしますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

日時：５月１６日（日）１０：００～ 

   場所：管理組合第三集会所 
 

今回は、「駐車場使用細則の一部変更案について」お知らせします。 
 

●駐車場使用細則の一部変更に関する件（第３号議案予定） 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年３月１日予定の令和２年度使 

用駐車場抽選・選定を中止としました。災害等の緊急時対応の規定は管理規約第２２条第 

９項にありますが、駐車場使用細則にはありません。このため、令和２年６月７日に法務 

・企画委員会へ駐車場使用細則の変更案の作成を依頼し、令和２年１２月２０日に理事会 

に対し「駐車場使用細則の一部変更について（答申）」が提出されました。 

これを受け、理事会で検討した結果、次のとおり駐車場使用細則の一部変更を提案します。 
 
１ 一部変更の内容 

 （１）災害等の緊急時対応措置条項の新設について 

災害等の緊急時対応措置に関しては、「第７条（契約期間）」を「第７条（契約期間 

及び契約に関する特則）」と変更し、緊急事態時の駐車場使用契約の取扱いを特則事項 

として、第２項～第５項に規定しました。 

「駐車場使用細則第７条第２項～第５項の新設」（契約期間及び契約に関する特則） 

第７条 前条第２項に規定する契約期間は、規約第６２条（会計年度）に規定する 

会計期間と同一の１年間とする。 

（２）前項の規定にかかわらず、災害等の緊急事態時において、第５条に定める駐車場 

使用者の決定が困難な状況となった場合には、現に使用中の駐車場の契約期間を 

１年間を限度として延長することができる。この場合、新たに契約内容を証する書面 

の取り交しを省略することができる。 

（３）前項により契約期間を延長した場合の契約の効力は、新たな契約期間満了の日まで 

及ぶものとする。 

（４）第２項により、契約期間が延長された後に実施される第５条に基づき決定した駐車 

場使用者と締結する契約期間の満了日は、当該会計年度末と同一の日とする。 

（５）第２項の契約期間等の詳細は理事会で定め、その結果を周知するものとする。 

この場合には、規約第４９条第２項及び第３項の規定を準用する。 

２ その他の変更について 

上記に関連して必要な変更、用語の適正化・統一等全体を見直しました。 

３ 駐車場使用細則の一部変更条文について 

  添付の「駐車場使用細則の一部変更（現行条文・変更案条文）対比表」を参照してく 

  ださい。 

４ 施行日 

  この細則の変更は、決議した日（令和３年５月１６日）から施行する。 

次回は、「遊具等新設工事の実施について」お知らせする予定です。 

 

 集会所（和室・洋室等）及びテニスコートの使用再開について 

国・県の緊急事態宣言の解除を受け、集会所（和室・洋室等）及びテニスコートにつ 

いて、次の感染症防止対策を条件に使用を再開しますのでお知らせします。 

使用条件：新型コロナウイルス感染症の防止対策（密閉・密集・密接の三密対策及び手 

指・高頻度接触部位の消毒・マスク着用等）を講じること。 

集会所（和室・洋室・第三集会所） 

・使用時間は原則１７時までとします。 

・飛沫感染や接触感染リスクを伴う活動（カラオケ等）、道具類を共有して使用する活動 

（囲碁等）、飲食を伴うものなどの使用は不可とします。 

テニスコート 

・使用者は６人以下とします。 

 
不法駐車は、地区委員（生活秩序担当）の方が日々の状況を確認し、 

公表しています。 
皆様も不法駐車をしないようご協力をお願いします。 
◇２月度の不法駐車車両は５３台、バイクは０台という結果でした。 
 
◇不法駐車悪質車両の内容（過去３ヶ月５回以上不法駐車車両） 
 

回数 番号 車種 色 場所 時間帯 

７ 所沢５８０ み ２９８９ 
スズキ     

スティングレー 
グレー ２街区１４号棟 １１～１４時 

●一時的に駐車する場合は、必ずハザードランプを点灯させる等、「地区委員ニュース」で 

度々、注意喚起しています。 
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当管理組合は組合員全員による自主管理で運営しています 

「お互いさま」の心と「支えあい」で日本一の団地を作ろう！ 
 

主な掲載内容 

❶第４１回通常総会のお知らせ（２回目）今回は「駐車場使用細則の一部変更案に

ついて」をお知らせします ❷３月２２日に緊急事態宣言が解除されました ➌２

月度の不法駐車を公表します ➍２月度のゴミ違反を公表します ❺夜間早朝の

生活音にご注意ください 

<添付物>駐車場使用細則の一部変更（現行条文・変更条文）対比表 

第４１回通常総会のお知らせ（２回目）今回は「駐車場

使用細則の一部変更案について」をお知らせします 
３月２２日に緊急事態宣言が解除されました 

２月度の不法駐車を公表します 
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ゴミ集積所の点検は、地区委員（環境保全担当）の

方がゴミ回収時の状況（回収日でないゴミ、回収後に
出しているゴミ）を確認し、注意喚起を実施していま
す。 
２月度のゴミ違反数は１７件確認されました。うち 
回収後に出しているゴミ違反は、３件でした。 

 ◎広報にペットボトル、プラスチック、びん・缶・

乾電池、古紙・古布、もやさないゴミの収集日を記

載していますので良く確認の上その日に収集する

ゴミを出してください。 
  

   
生活していればいろいろな音が

出るのは当然ですが、夜間・早朝

は特に気をつけるようお願いしま

す。昼間は全く気にならない音が、

夜はかなり響きます。隣近所とい

うことで、我慢している方もいま

す。 

 
 
夜中（２３時以降）や早朝（６時以前）に

洗濯機・掃除機の音が響く、テレビ等の音が

うるさい等のクレームがたびたび管理組合

に届きます。自分の家は大丈夫かどうか、一

度振り返ってみてください。ちょっとした気

配りが円満な近隣づきあいの秘訣です。 

 深夜にコロコロを使用しての清掃も音が響

きますので厳禁です。 
 
   
 

理事会の予定議題 
 
 

●第２１回理事会（３／２７）： 第４１回通常総会議案書関係／令和３年度予算書 他 

●第３回理事研修会（３／２７）：各委員会年間活動報告／総会提案予定議案 他 

●第２２回理事会（４／３）：３月分会計報告／令和２年度決算報告／第４１回通常総会議

案書確認 他 

 
 

月 日付 会議・行事 日付 
ゴミの収集 

(火、金はもやすゴミ) 

３月 
２７日(土) 

第２１回理事会   

第 ３回理事研修会   

２８日(日) 第１０回緑の委員会   

４月 

３日(土) 第２２回理事会 
 １日（木） プラスチック 

 ５日（月） びん・缶・乾電池 

４日(日) 
第 ５回自主防災会幹事会  ７日（水） ペットボトル 

第１４回長期修繕委員会  ８日（木） プラスチック 

１０日(土) 
第 ２回次期理事候補者会議   

第２３回理事会   
   
“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申込  090-4360-1233    

☆健康体操  ：毎週（水曜日）１３時３０分から  参加費５００円／回  

☆うたごえサロン ：１１月２８日、１２月１９日 １４時から  参加費３００円(コーヒーカップ持参) 

☆絵手紙教室 ：１１月２７日、１２月１１日・２５日 １０時から  参加費１００円／回 

☆脳トレ麻雀 ：毎週（水、土曜日）１３時から（初心者向け毎週月曜日１３時から）  無料 

☆手芸カフェ ：毎週（金曜日）１３時３０分から   

☆編み物カフェ ：毎週（水曜日）１３時３０分から 参加費１００円/ 1回  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月度のゴミ違反を公表します 

夜間早朝の生活音にご注意ください 

当団地では、専有部分を民泊、シェアハウス、ウィークリーマンション等の

用途に供することは規約で禁止されています。 

         規約を遵守し皆で住み良い団地を目指しましょう。 

緊急事態宣言解除に伴い 3 月 22 日（月）から生活支援活動及びサロン活

動（編物教室・手芸教室）を再開しております。 

なお、麻雀教室・うたごえサロン及び健康体操教室は３密を避ける為に

引き続き休会いたします。 

生活支援（ごみ捨て・買い物代行・家事手伝い）は引き続き実施します。 

【
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集
後
記
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